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川
幕
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徳
川
時
代
に
盛
に
行
は
れ
た
紙
幣
は
殆
ん
ど
す
べ
て
所
謂
藩
札
で
あ
る
。
嘗
時
之
を
国
札
・
鑓
札
・
銀
札
・
金
札

等
ご
い
ひ
、
叉
皐
に
札
ご
も
一
去
っ
た
。
幕
府
は
貰
氷
四
年
に
藩
札
の
普
及
は
硬
貨
り
流
泌
を
妨
や
る
も
の
ぜ
」
し
て

祇
骨
貯
り
俊
行
を
禁
じ
た
が
、
享
保
十
五
年
に
至
h
、
従
来
紙
幣
を
は
官
行
せ
仁
藩
に
し
て
二
十
高
石
以
上
は
二
十
五

年
、
二
十
高
石
以
下
は
十
五
年
間
紙
幣
を
袋
行
す
る
こ
ご
を
許
し
、
期
限
歪
ら
ば
真
に
許
可
を
受

t
べ
き
こ
こ
、
、

し
た
。
然
し
そ
的
外
に
新
規
に
免
許
を
得
て
俊
行
せ
し
h
の
あ
り
、
務
札
は
盛
に
行
は
る
う
二
』
、
な
っ
た
、

め
、
責
M
H
九
年
以
後
、
屡
々
紙
幣
俊
行
に
つ
い
て
制
限
佐
加
へ
て
居
る
。
札
川
名
稽
山
中
に
は
上
越
川
外
に
米
札
・

傘
札
・
綿
綿
札
・
鵬
轍
札
英
他
柿
々
な
る
名
韓
が
ゐ
る
が
、

此
等
叫
札

ω
中
に
は
令
一
銀
銭
札
山
由
党
行
を
側
限
せ
ら
れ

た
た
め
に
其
名
目
を
盤
し
た
も
り
も
ゐ
る
。
紙
幣
袋
行
の
理
由
は
硬
貨
の
不
足
含
補
ム
こ
ご
、
使
用

ω
使
刺
な
る

ニ
ピ
等
に
も
依
る
で
ゐ
ら
う
が
、
賞
品
珊
政
府
の
財
政
救
世

ωた
め
仁
之
を
後
行
し
た
ニ
ど
が
大
で
あ
る
。



鶴
川
幕
府
は
財
政

ω
窮
乏
に
苦
ん

rが
、
幕
末
に
至
る
ま
で
紙
幣
を
俊
行
す
る
こ
ご
を
な
さ
争
、
貨
幣

ω改
嬉

其
他
的
方
法
に
よ
っ
て
こ
れ
を
踊
縫
せ
し
も
の
で
ゐ
る
。
然
l
幕
府
に
於
て
も
紙
融
市
を
後
行
せ
ん
ご
す
る
計
垂
は

必
宇
し
も
絶
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
〈
、
既
に
早
〈
享
保
四
年
に
も
多
少
そ
の
悌
が
あ
り
、
安
政
慶
臆
頃
に
至

つ
て
は
、
明
か
に
そ

ω
建
議
が
め
っ
た
。
本
日
制
は
英
住
吉
三
一
ω建
議

ω
内
容
を
紹
介
せ
ん
こ
ど
を
目
的
ご
す
る
も

の
で
あ
る
。

勿
論
紙
幣
殺
行
の
機
運
が
如
何
に
し
て
醸
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
官
時
的
経
糖
事
情
ぞ
稽
ふ
る
必

、、叫ト‘，
h
J
O

-
1
4
4
'町

ま
た
嘗
時
事
者
の
紙
幣
に
劃
す
る
思
想
を
も
研
先
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

紡
慶
肱
一
一
一
年
に
肘
て
賀
際
紙
絡
が
後
行
さ
れ
た
こ
芯
に
つ
い
て
は
別
利
仁
記
載
し

τお
レ
允
か
ら
、

要
が
め
ち
、

ぞ
れ
は
他
日
に
龍
る
ニ
ピ

‘
、
に
は
こ
れ
を
省
く
。一一

享
保
四
年
の
紙
幣
賛
行
に
閲
す
る
諮
問

草
間
直
方
著
「
三
貨
圃
嚢
」
に
は
「
享
保
四
亥
年
京
都
始
め
山
城
闘
中
銀
札
通
刈
の
議
評
定
有
之
、
初
て
差
支
の

有
無
含
京
地
本
両
替
師
ど
も
へ
奉
行
所
よ
ち
談
問
せ
ら
る
」
ど
あ
る
が
、
そ
れ
に
劃
す
る
答
申
書
は
次

ω如
〈
で

ゐ
っ
た
。

一
山
按
一
園
.
銀
札
泊
用
被
仰
吋
候
而
、
差
支
之
筋
も
有
之
川
政
哉
、
存
寄
之
趣
可
申
上
様
被
仰
付
、
御
書
付
之
越
本
承
知
伎
、
御
大
切
之
御
儀
に

御
座
候
故
、
銘
々
共
感
意
に
難
民
A

奉
存
候
得
共
、
乍
恐
存
寄
左
に
奉
申
上
候

徳
川
本
府
と
紙
幣
の
畿
行

第
三
十
魯

第

霊童

、，
』
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徳
川
幕
内
町
主
紙
幣
の
護
行

第
三
十
巻

一

第

貌

一
一一

一
京
都
商
品
骨
い
腫
共
者
、
正
金
銭
取
遺
リ
掛
改
等
仕
、
渡
世
位
衆
候
所
に
、
銀
礼
遇
川
に
罷
成
侠
は
目
、
、
両
買
も
相
離
れ
可
申
様
に
奉
存
、
乍
恐
迷
惑

に
奉
存
侠

一
鹿
長
銀
之
位
に
御
吹
直
し
被
怨
成
下
、
世
上
高
足
難
有
奉
存
龍
在
候
庭
、
此
度
被
仰
付
侠
共
、
週
用
差
支
申
儀
者
御
座
有
問
敷
哉
と
窓
存
候
得

、
共

y先
年
諭
闘
札
遺
之
始
帆
F
.

労
相
考
、
い
や
し
き
心
に
者
・
乍
恐
如
何
に
も
未
存
候
、
他
聞
に
両
論
商
物
資
質
仕
候
織
に
組
成
依
は
刊
誌
、
正
金

放
は
お
の
づ
か
ら
他
閣
へ
引
け
、
御
常
地
一
所
之
困
窮
に
も
罷
成
可
申
哉
と
世
帯
存
候

-
従
図
々
京
都
へ
持
h
u
o
傾
諸
色
荷
物
、
京
都
に
而
貰
捌
、
先
日
代
銀
札
詩
板
、
其
銀
札
を
札
場
之
正
銀
に
引
替
候
、
際
入
労
々
迷
惑
に
奉
存
伎
、
間

々
よ
リ
登
リ
候
諸
色
前
物
却
の
づ
か
ら
無
蚊
組
成
、
京
都
諸
色
高
直
に
罷
成
、
迷
惑
可
仕
と
奉
存
候

d

江
戸
大
阪
御
施
惣
而
制
上
納
之
分
.
銀
札
納
に
不
被
一
向
仰
倣
者
而
者
.
下
・
々
安
崎
仕
中
間
前
日
哉
と
が
存
候

一
御
首
所
之
儀
は
諸
闘
を
引
請
商
寅
仕
候
者
、
又
は
御
大
名
様
方
御
用
達
之
者
多
〈
御
座
候
慮
に
、

一
園
限
り
之
札
澄
候
而
は
急
成
間
之
用
向
難
緋

可
有
御
座
と
事
存
侠

右
之
油
存
寄
乍
恐
未
申
よ
伎
、
御
官
地
町
人
其
外
之
尚
貰
に
付
左
様
之
立
き
筋
、

又
は
差
支
之
筋
可
有
御
座
哉
と
打
寄
色
々
工
夫
仕
候
得
共
、
世
上

之
儀
局
窓
に
難

A
恭
存
航
、
以
上

享
保
四
亥
年
十
二
月

「
三
貨
同
葉
」
の
著
者
は
之
に
附
記
し
て
『
右
等
の
外
.
差
支
の
事
数
多
可
有
之
、

三
都
は
白
然
の
天
府
に

τ、

他
国
都
下
の
経
済
を
以
て
は
手
狭
に
て
差
支
の
事
ど
も
多
か
ら
ん
』
さ
遁
ぺ
て
ゐ
る
が
、
雨
替
商
自
身
の
立
場
か

R
D
4
b

、
又
銀
札
の
正
銀
引
餐
の
面
倒
か
ら
も
、

或
は
又
藩
札
ご
同
様
一
間
限
通
用
に
て
不
便
な
り
ご
の
賠
が
ら
も

そ
の
賞
行
を
喜
ば
な
か
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
た
い
紙
札
を
行
ふ
場
合
的
差
支
の
有
無
を
雨
替
屋
に
下
問

ι

た
hv

け
で
あ
る
が
、

嘗
時
貨
幣
改
鋳
の
た
め
の
金
銀
不
融
通
、

銭
貨
の
欠
乏
せ
し
こ
ご
、
享
保
十
五
年
に
諸
国
藩



札
俊
行
の
許
可
ゐ
り
し
ニ
王
寺
を
考
へ
合
せ
て
、
幕
府
に
於
て
も
嘗
時
或
る
範
闘
に
紙
幣
後
行
の
議
が
多
少
ざ
も

ゐ
っ
た
も

ωで
は
な
い
か
さ
考
へ
ら
れ
る
。

圃--
圃

園

田

安
政
元
年
の
紙
幣
賛
行
建
議

奮
幕
府
財
政
書
類
第
四
百
人
十
九
冊

ωう
も
に
「
格
融
市
後
行
建
議
」
ど
題
す
る
も
の
が
あ
h
、
出
慮
は
後
藤
庄
三

郎
役
所
ご
な
っ

τ居
る
。
然
し
そ

ω中
に
は
こ
つ
の
建
議
室
田
が
あ

h
‘
共
に
桔
幣
楼
行
ん
伊
議
一
漉
せ
る
こ
芯
は
同
一

で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
異
っ
て
居
る
の
み
な
ら
守
、
体
何
者
は
安
政
四
年
叉
は
安
政
四
年
十
二
月
の
文
字
が
あ
ワ

て
、
兎
に
角
安
政
四
年
の
建
議
た
る
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
が
、
前
者
に
は
か
、
る
明
記
が
な
い
。
然
し
そ
の
冒
頭

に
『
昨
年
来
異
船
渡
来
よ
h
不
時
の
御
入
用
少
か
ら
え
帥
)
且
叉
六
月
中
伊
勢
・
大
和
大
地
震
、
去
る
十
一
月
東

海
道
よ
り
諸
国
大
地
震
海
繍
の
踊
ひ
ゐ
h
」
云
々
ご
あ
る
か
ら
、
安
政
一
元
年
末
の
こ
之
、
断
じ
て
説
b
な
き
が
如

(
仁
考
へ
ら
れ
る
。

ニ
の
安
政
元
年
の
建
議
書
に
お
け
る
紙
幣
後
行

ω
円
的
は
、
財
政
窮
乏
に
加
へ
て
、
異
国
船
渡
来
の
た
め
諸
樟

の
費
用
が
か
、
h
J
、
且
地
震
海
噺
等
の
天
災
が
あ
h
、
金
銭
不
融
泌
、
人
心
寝
か
な
ら

F
る
も
の
が
あ
る
か
ら
?

幕
府
に
於
て
格
別
の
御
仁
恵
を
以
て
手
厚
き
救
糖
策
を
講
じ
、
貸
付
金
等
を
行
ふ
に
非
ぎ
れ
ば
容
易
な
ら
F
る
事

端
h
T
醸
す
で
あ
ら
う
。
然
し

E
高
内
金
銀
銭
を
鶴
港
後
行
す
る
こ
ご
は
悶
難
で
あ
る
か
ら
、
紙
幣
を
製
し
、
御
故

第
一
一
軍
=
=
尋
/

徳
川
幕
府
と
紙
符
の
援
行

第
三
十
巻

一
一

犬蔵省蒋旗ヰヰ



徳
川
幕
庇
と
統
幣
の
費
行

第
三
十
巻

四

第
一
一
祝

四

の
鋳
め
貸
付
を
行
へ
ば
世
間

ω
融
通
ご
な

h
、
人
心
も
穏
が
ご
な
る
ぺ
き
は
め
銭

ω
理
で
あ
る
芯
し
て
居
る
。
卸

も
紙
幣
費
行
は
軍
な
る
融
通
の
た
め
で
は
な
〈
諸
家
救
済
の
意
味
を
多
分
に
合
め
る
も
の
で
ゐ
る
。

突
に
紙
幣
俊
行
の
方
法
は
百
h
畑
、
五
十
匁
、
ニ
十
五
畑
地
、
李
匁
、
五
分
の
五
揮
の
鋭
札
営
殺
行
し
、
市
町
匁
札
は

三
十
枚
邸
三
貫
目
を
一
包
ご
し
、
五
十
匁
札
も
三
十
枚
印
査
賞
五
“
匁
を
一
包
ご

L
、
二
十
五
匁
札
は
二
十
枚
邸

五
百
匁
お
も
一
包
ご
し
、
何
れ
も
銀
座
創
ご

L
w
包

ω億
通
刷
せ
し
め
る
。
尤
場
合
に
よ
っ
て
は
包
を
解
き
て
遁
用

す
る
こ
ご
を
許
す
。
官
官
匁
礼
井
に
五
分
札
は
十
枚
伝
小
東
ご
し
、
十
把
ケ
一
束
。
し
す
、
印
も
斤
'
匁
、
五
十
匁
と

し
、
は
だ
か
包
ご
講
し
、
立
(
巽
中

ee指
'
9
遁
用
す
。
こ
れ
は
小
額
り
も
の
で
ゐ
hJ
、
円
常
の
便
利
を
専
ら
ど
す
る

も
の
で
ゐ
る
か
ら
.
包
を
解
き
て
用
ふ
る
こ
ご
を
許
す
。
然
し
之
は
結
え
中
使
用
さ
る
、
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
汚

れ
易
〈
破
損
し
易
い
、
従
っ
て
札
に
押
捺
せ
る
印
鑑
が
不
明
瞭
ご
な
b
し
ご
き
は
、
一
ニ
都
及
話
国
代
官
陣
出
血
に

τ

新
札
に
引
換
ね
ば
な
ら
泊
。
そ
の
方
法
は
一
ヶ
月
幾
は
さ
日
ぞ
定
的
て
、
古
札
に
鑓
四
文
宛
添
え
来
れ
ば
、

枚

に
で
も
換
へ
る
こ
さ
を
要
す
る
。
宵
匁
・
五
十
匁
・
二
十
五
匁
札
は
原
則
ご
し
て
は
包
り
ま
、
通
用
す
る
も

ωで
ゐ

る
か
ら
、
遇
周
年
限
内
は
新
札
ざ
引
替
へ
な
い
。
尤
包
ぞ
解
き
て
用
ふ
る
場
合
ご
雄
、
丁
寧
に
取
扱
は
し
め
、
手

擦
れ
等
な
き
ゃ
う
に
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

右
の
紙
幣
後
行
は
救
済

ω
た
め
で
ゐ
る
か
ら
、
之
を
諸
家
士
流
に
貸
付
〈
る
も
の
で
ゐ
る
。
諸
侯
に
費
し
て
は

百
高
石
に
五
拾
高
間
.

一
高
石
に
五
千
爾

ω割
ご
し
、
旗
本
千
五
府
石
迄
以
そ
の
宇
高
、
千
石
以
下
百
五
拾
石
迄



は
高
の
七
分
、
百
俵
以
下
は
高
の
入
分
、
小
職

ω御
家
人
は
高
内
敢
に
け
を
貸
付
く
る
こ
芝
、
し
、
す
べ
て
純
一
利

息
で
、
元
金
は
二
十
年
賦
で
上
納
せ
し
め
る
。
之
に
よ
っ
て
諸
家
に
於
て
は
倹
約

ω
法
守
立
て
、
武
備
を
践
に

し
、
入
ゐ
ぞ
量
っ
て
出
る
時
管
制
す
る
の
法
そ
確
立
す
べ
き
で
ゐ
る
。
師
て
倹
約
の
法
立
ち
上
越

ω
拝
借
高
を
要
せ

ぎ
る
も
の
は
そ
れ
よ
h
減
額
し
、
大
窮
に
で
節
倹

ω
法
立
ち
難
き
者
へ
は
高
の
争
額
ま
で
貸
し
輿
へ
る
。
尤
上
納

は
二
十
年
の
例
に
依
る
。
故
に
各
家
符
節
倹
の
法
守
立
て
、
五
六
月
の
聞
に
拝
借
高
を
市
出
づ
ぺ

L
。
一
公
家
堂
上

等
h
窮
乏
し
て
ゐ
る
炉
ら
も
高
に
従
小
銭
礼
申
伊
貸
渡
す
。
然
し
之
は
高
も
少
h
d

こ
乏
で
あ
る
か
phd

毎
年
二
十
品
川
の

一
を
幕
府
よ
b
銀
札
を
買
上
げ
て
焼
拾
っ
る
こ
ご
、
す
る
。

他
方
に
於
て
幕
府
庶
領
地
の
金
銀
銅
山
は
身
分

E
し
き
百
姓
町
人
に
二
十
ヶ
年
内
請
負
を
命
じ
、
又
論
家
側
地

の
金
銀
銅
山
も
力
め
て
品
質
掘
せ
し
め
、
雨
者
ご
も
そ
の
二
一
ゲ
年
の
費
用
を
銀
札
を
以
て
貸
奥
す
、
こ
れ
亦
上
過

ω

救
済
銀
札
ご
併
せ
て
二
十
ゲ
年
上
納
ご
す
。

紙
幣
の
通
用
期
限
は
之
を
二
十
年
ご
し
、
そ
の
期
間
中
は
正
銀
同
様
の
相
場
営
以
て
世
上
に
流
通
せ
し
め
、
毎

年
そ
の
二
十
分
の
一
づ
、
を
江
戸
大
阪
に
於
て
暁
拾

τ、
二
十
グ
年
満
つ
れ
ば
以
前
の
如
〈
正
金
銀
銭
の
み
の
活
躍

用
ご
な
る
。
詩
家
元
銀
上
納
に
は
紙
幣
を
以
て
す
る
も
正
金
銀
を
以
て
す
る
も
差
支
な
い
。
か
く
て
銀
札
貸
出
は

大
時
三
千
高
岡
に
及
ぶ
で
あ
ら
う
。

か
〈
の
如
〈
紙
僻
mb-
貸
奥
す
る
も
、
そ
れ
は
語
家
救
世
の
た
め
で
あ
っ
て
、
幕
府
に
於

τは
こ
れ
を
用
ゐ
手
、

徳
川
幕
府
主
目
前
待
目
臨
時
訂

第
三
十
畠
骨

エ
一
軍

第
ご
貌

ニ
-
豆
'



徳
川
幕
府
と
紙
鮮
の
夜
行

第
一
一
一
十
巻

一
一
一
六

第
一
一
概

---，、

出
入
ご
も
奮
い
よ
っ
て
正
金
銀
銭
を
用
ひ
る
。
幕
府
自
ら
は
金
銭
改
錆
及
び
常
百
鏡

ω
増
錯
を
な
す
こ
ご
が
緊
要

で
あ
る
。
も
し
な
す
館
は

F
れ
ば
巳
む
事
を
得
宇
一
ヶ
年
幾
高
ご
定
め
.
十
ヶ
年
の
間
新
銀
札
を
製
造
辿
用
し
・

十
一
ヶ
年
目
よ
h
十
分
り
一
づ
、
引
替
焼
却
す
る
こ
ど
、
せ
ば
、
右
十
年
的
聞
に
は
諸
国
の
金
銭
銅
山
次
第
に
盛

ん
さ
な
り
、
改
錆
増
鋳
も
漸
次
行
ふ
こ
芯
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

銭
札
活
用
に
針
し
て
は
世
に
大
害
ゐ
h
J
.

且
儲
治
犯
人
も
多
(
出
で
ん
ご
の
詑
ゐ
れ
ど
、
二
十
ヶ
年
遁
用
、
韓

却
の
法
め
れ
ば
警
を
生
ゆ
る

J

、
ヌ
二
十
ケ
午
山
間
正
金
銭
品
川
、
死
斑
ず
る
者
ゐ
ら
ん
芯
の
誌
の
ら
ん
も
、
断
日
時
の
後

は
世
に
出
づ
ぺ
〈
、

年
限
中
は
銀
札
り
み
苅
用
に
で
も
害
は
な
い
。
祇
幣
製
造

ω
費
用
多
き
に
も
拘
ら
守
幕
府
仁

於
て
之
を
用
ひ
中
、
諸
山
離
を
救
ひ
世
上
融
泌

ω縛
め
の
み
に
行
ふ
こ
ご
で
あ
る
か
ら
、
天
下
は
そ
の
仁
恵
に
戚
歎

す
る
で
ゐ
ら
う
。
云
々

以
上
は
こ
り
建
議
に
あ
ら
は
れ
た
大
韓
の
主
旨
で
あ
る
c

諸
家
救
済
り
た
め
に
紙
幣
を
後
行
し
、
ニ
十
年
後
に

は
醤

ω
紙
幣
な
き
股
態
に
復
せ
ん
こ
ご
や
考
へ
、
幕
府
に
於
て
は
紙
幣
を
用
ひ

F
る
を
可
ご
す
る
も
.
高
巴
む
を

得
t
d

る
場
合
は
十
ヶ
年
限
り
新
銀
札
を
用
ひ
、
次
の
十
年
に
焼
却
せ
ん
ご
の
方
法
で
あ
る
。
愛
行
及
び
償
却
の
方

法
、
業
他
議
論
り
備
は
ら

F
る
虞
少
か
ら
?
、
こ
れ
を
貫
行
し
て
果
し
て
論
者
り
如
〈
、

よ
く
紙
幣
が
一
定
期
間

内
正
貨
同
協
に
流
辿
す
る
や
否
や
頗
る
疑
問
で
ゐ
る
が
、

ご
に
か
〈
幕
府
を
し
て
紙
幣
合
後
行
せ
し
め
ん
ご
の
考

の
生
守
し
こ
ご
は
注
意
す
べ
き
結
で
あ
ら
う
。



四

安
政
四
年
の
紙
幣
潜
行
建
議

安
政
四
年
の
建
議
は
先
づ
大
阪

ω
事
情
か
ら
詑
き
起
さ
れ
て
居
る
。
郎
ち
ム
へ
阪
は
諸
問
産
物
ω
輯
湊
ず
る
所
で

あ
b
、
金
銀
取
引
手
形
を
以
て
融
通
専
一
に
致
し
、
自
然
ご
金
銭
相
集
る
繁
昌
第
一
の
虞
で
ゐ
る
が
、
近
来
は
諸

侯
の
御
用
多
く
、
金
銀
は
大
阪
を
附
抑
ム
ば
か
り
で
あ
っ

τ、
-
』
、
十
年
以
来
大
阪
も
次
第
に
衰
へ
、
殊
に
ニ
の

雨
三
年
は
特
に
甚
し
〈
、
民
令
銀
抑
底
的
附
節
ご
な
っ
た
。
大
阪
は
諸
相
場
ω
枚
一
五
で
あ
る
が
、

A
1
や
物
横
次
第

に
騰
貴
し
、
諸
国
困
窮
難
路
至
極
の
時
節
で
ゐ
る
。
就
て
は
此
度
格
別
の
御
仁
恵
を
以
て
、
別
紙
寄
付
的
通
り
金

札
ぞ
義
行
せ
ら
る
、
な
ら
ば
、
天
下
一
統
的
た
め
の
御
仁
政
ご
な
る
で
あ
ら
う
。

大
阪
に
於
て
正
令
銀
り
少
〈
な
っ
た
こ
さ
は
賞
に
前
代
未
聞

ω-』
ご
で
あ
っ
て
、

一
般
に
正
物
は
挽
底
ご
な

り
、
諸
M
m
詩
文
等
も
そ
の
額
は
非
常
な
る
令
官
向
に
昇
っ
て
ゐ
る
が
、
震
は
金
〈
容
器
文
で
ゐ
る
。
そ
れ
で

E
金
に

非
る
金
札
営
以
て
、

こ
の
時
節
に
針
路
l
遁
用
せ
し
め
ら
る
、
こ
ご
私
自
然
い
道
理
ご
い
ふ
べ
〈
、
こ
の
合
札
を

諸
家
に
貸
典
し
、
町
人
共
へ
返
金
せ
し
な
る
こ
ど
、
せ
ば
莫
大
な
る
御
仁
恵
で
あ
ら
う
。
町
人

ωう
ち
に
は
従
来

相
臆

ω
御
用
相
勤
め
し
者
に
て
も
不
融
通
り
だ
め
逼
寒
し
又
は
他
国
へ
赴
く
も
の
も
め
h
、
諸
人
の
岡
窮
せ
る
も

の
年
々
蒋
敷
き
教
に
上
つ

t
ゐ
る
。

一
方
貸
付
詩
文
は
諸
家
難
撞
じ
よ
り
反
古
同
様
ど
な
っ
て
ゐ
る
が
、
ぞ
れ
が

此
度
合
札
を
以
て
返
金
せ
ら
る
、
こ
ど
、
な
れ
ば
、
町
人
に
ど
っ
て
も
融
通

ω
詮
を
得

τ立
ち
行
く
道
理
で
ゐ

徳
川
幕
府
と
紙
幣
白
夜
行

第
三
十
巻

七

第
一
一
旗

二
一
七



徳
川
慕
出
町
と
続
幣
の
変
行

第
三
十
巻

二
一
八

第
一
一
調

一
一
八

'p
、
且
諸
家
救
済

ω目
的
を
迭
し
、
大
阪
は
も
ど
の
繁
昌
な
る
大
阪
に
立
国
民
り
、
自
然
隠
れ
て
ゐ
花
王
金
銭
も
世

上
に
出
づ
る
に
至
り
、
諸
岡
銀
礼
的
混
乱
も
忽
ち
止
な
こ
さ
で
あ
ら
う
。
か
〈
融
通
の
塗
が
聞
か
る
れ
ば
諸
家
へ

の
御
用
も
調
ふ
わ
け
で
ゐ
り
、
此
度

ω貸
下
AW.
礼
を
十
ヶ
年
に
て
返
済
す
る
4
f」
も
滞
り
な
く
行
は
れ
る
道
理
で

ゐ
る
。
世
上
に
正
金
銭
が
多
く
現
は
る
、
に
至
れ
ば
、
金
札
は
多
く
後
行
せ
今
、
叉
万
一
金
札
引
上
げ
の
場
合
に

も
、
そ
の
後
行
数
少
き
方
都
合
よ
き
わ
け
で
ゐ
る
が
、
然
し
些
少
の
水
に
て
乾
き
し
土
地
を
潤
は
す
こ
ご
は
困
難

で
あ
る
か
ら
、
追
々
後
行
高
を
増
加
す
る
こ
芝
、
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

然
ら
ば
如
何
な
る
柑
類
の
金
札
を
如
何
に
し
て
後
行
す
る
か
。
先
づ
金
札

ω開
類
ご
額
ご
に
つ
い
て
は
、
拾
嗣

札
百
高
雨
、
五
拾
隔
札
百
高
閥
、
百
雨
札
百
両
雨
合
計
一
ヶ
年
三
百
高
岡
宛
五
ゲ
年
間
総
計
千
五
百
高
雨
を
江
戸

に
て
摺
出
す
こ
ご
、

L
、
諸
園
銀
札
ご
同
様
正
金
ご
の
引
替
を
一
切
行
は
今
‘
破
損
等
の
札
は
江
戸
京
大
阪
等
の

御
用
達
町
人
を
し
て
新
札
ご
引
替
へ
し
め
る
。

諸
家
へ
の
貸
下
は
元
金
十
グ
年
据
置
、
利
足
は
年
々
上
納
し
、
十
一
ヶ
年
目
よ
り
無
利
足
金
札
を
以
て
十
グ
年

閲
に
返
納
す
る
こ
ご
、
印
ち
初
年
よ
り
二
十
ゲ
年
に
皆
済
ご
な
る
。
右
利
足
は
年
二
米
ご
し
、
内
約
一
朱
は
金
札

板
木
摺
手
間
.
其
外
入
費
に
充

τ、
残
金
を
盆
金
ご
す
る
。
こ
の
盆
金
を
以
て
蝦
夷
地
其
外
諸
国
金
銭
坑
人
夫
等

の
手
営
ご
し
、
金
鎮
の
産
出
を
多
か
ら
し
め
、
新
金
全
吹
立
.
金
札

ee追
々
減
せ
し
な
る
や
う
に
し
た
い
。
向
京

郡
大
阪
は
従
来
銀
遁
周

ω場
所
で
ゐ
る
か
ら
同
所
金
相
場
格
別
下
落
せ
ト
場
合
は
、
金
札
同
様
に
五
百
日
以
上
の



銀
札
を
摺
出
す
こ
ご
、
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
云
々

右
の
建
議
に
封
し
、
蛍
局
者
は
稽
々
の
疑
賠
に
つ
き
附
婆
を
な
し
て
下
附

L
、
こ
れ
に
岨
到
し
そ
れ
ぞ
れ
答
申
し

て
ゐ
る
が
、
蛍
時
大
阪
に
お
け
る
鰹
梼
闘
係
特
に
手
形
取
引
、
資
金
融
通

ω朕
況
等
が
詳
越
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

以
上
の
建
前
は
安
政
元
年
の
建
議
ご
大
に
趣
を
異
に
す
る
如
〈
で
あ
る
が
、
金
札
の
後
行
が
結
局
諸
家
救
慣
に

在
る
勲
、
井
仁
共
仁
引
替
一
克
金
主
備
へ
芯
る
純
然
た
る
不
換
紙
幣
た
る
こ
さ
に
於
て
は
会
〈
同
慌
で
あ
る
。
而
も

紙
幣
の
唆
行
及
日
，
w

れ
が
流
通
に
拙
到
す
る
考
察
に
歪
つ
て
は
、
安
政
元
年
の
も
の
に
比
し
て
寧
ん
不
十
分
な
る
観

が
ゐ
る
。
嘗
局
者
も
「
正
金
ご
自
在
に
引
替
不
相
成
弘
而
は
札
の
位
に
か
、
は
り
可
申
哉
」
云
々
と
の
疑
問
を
附
議

し
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
に
封
し
『
一
元
よ
り
正
金
御
同
様
の
御
札
口
々
何
科
大
数
取
引
在
之
弘
共
、
正
金
ご
引
替
M

刊さ

由
叩
事
無
之
、

一
明
差
支

ω事
は
無
之
ご
奉
存
M
W
」
ご
い
ひ
、
江
戸
大
阪
に
て
小
判
を
元
ご
し
て
雨
替
を
な
す
場

合
、
日
々
の
相
場
に
よ
り
百
雨
い
っ
き
録
何
経
ご

ω釘
銀
を
な
す
を
以
て
、
王
金
引
替
h
z
行
は
い
V
A
w
.
札
も
右
同
様

有
物
相
場
に
て
日
々
取
引
致
す
二
ご
、
成
る
ぺ
し
ご
い
ひ
、
叉
輔
じ
て
諸
家

ω
祇
札
印
ち
滞
札
が
表
面
は
A
M
換
島
知

の
如
く
、

そ
の
質
は
不
換
紙
幣
な
る
こ
ご
を
難
じ
て
、

か
、
る
鹿
貫
ゐ
る
こ
ご
は
不
可
な
り
ご
し
、
合
札
は
合
札

ざ
し
て
正
金
同
様
通
用
す
べ
き
も
の
に
て
、
嘗
時
の
不
融
通
な
る
時
節
に
掛
膳
し
便
利
至
極
り
も
の
に
て
、

R
金

よ
り
も
位
高
き
も

ω
ご
も
い
ふ
べ
き
な
り
ご
読
さ
、
叉
A
M
札
は
幕
府
自
身
が
諸
費
用

ω
支
出
に
用
ゐ
る
の
で
は
な

〈
、
諸
家
救
済
の
た
め
の
み
に
貸
下
げ
遁
別
せ
し
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
誠
に
御
仁
政
で
あ
っ
て
『
御
札

ω
御
位

徳
川
某
府
と
統
符
の
溌
行

第
三
+
巻
'
れ
二
一
丸

第
一
一
都

ニ
-
九



徳
川
幕
府
と
紙
幣
の
愛
行

第
三
十
巻

O 

1ii 

競

O 

も
ま
す

y
¥光
hd
可
申
事
ご
奉
存
弘
』
ご
い
へ
る
如
き
、
何
れ
も
縄
掛
理
論
ど
合
せ
ザ
ロ
る
乱
暴
な
る
議
論
係
h
ご

い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
大
阪
に
お
げ
る
手
形
取
引
が
よ
〈
行
は
れ
、
且
便
利
な
る
賠
よ
り
し
て
、
紙
札
り
通
用

が
正
金

ω使
用
よ
り
も
甚
に
便
利
で
ゐ
h
・
こ
れ
を
行
へ
ば
手
形

ω如
く
、

よ
〈
行
は
る
ぺ
し
芯

ν
へ
る
は
、
全

く
通
用
の
根
操
hT-
無
視
せ
し
も

ω
で
ゐ
っ
て
、
手
形
内
背
後
に
存
す
る
信
用
山
問
題
を
忘
却
し
た
も
の
ご
い
は
な

げ
れ
ば
な
ら
ぬ
o

尤
不
換
低
幣
ご
雄
、

そ
の
後
行
方
法
如
何
に
よ
っ
て
は
相
嘗
流
通
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
さ
瓜

い
ふ
迄
も
な
い
が
、
然
L
右
的
建
議
に
あ
ら
は
れ
し
蕗
γ

い
て
は
、

そ
の
賭
も
桶
め
て
不
明
瞭
で
ゐ
り
、
後
行
額
や

諸
家
貸
下
に
掛
す
ゐ
返
掛
方
法
等
に
つ
い
て
も
.
町
北
T

ろ
安
政
一
苅
年
の
建
議
川
・
万
が
理
を
議
せ
"
。
・
刻
〈
考
ヘ

h 

る。

五

慶
臆
三
年
の
紙
幣
賛
行
計
童

慶
臆
一
ニ
年
人
月
に
至
っ
て
、
東
海
道
筋
に
放
行
者
り
使
刺
の
た
め
舘
札
を
後
行
し
て
は
如
何
ご

ω
建
議
が
め
ら

は
れ
た
o

そ
の
趣
意
以
次

ω
如
〈
で
ゐ
る
。

元
来
街
道
筋
銭
相
場
は
江
戸
大
阪
等
よ
り
も
高
〈
な
・
っ
て
居
る
が
、
近
来
一
円
文
銭
其
外
的
銭
を
鋳
ら
れ
た
・
、

め
、
江
戸
大
阪
共
に
銭
債
下
落
し
、
従
っ
て
街
道
筋
り
相
場
ご
り
侃
聞
き
は
術
大
乏
な
り
、
強
行
者
の
損
失
も
甚

し
き
仁
至
っ
た
。
諸
に
於

τ百
文
銭
其
他
を
十
分
に
街
道
筋
へ
廻
(
、
各
宿
躍
に
十
分
な
る
鈍
貨
を
流
通
せ
し
め



た
な
ら
ば
然
る
べ
き
か
ご
も
考
へ
ら
れ
る
・
が
、
街
道
筋
鈍
相
場
川
高
き
は
必
A
V

し
も
錯
梯
底

ω
潟
め
の
み
で
は
な

ぃ
。
人
馬
賃
銭
.
旗
婚
時
代
は
勿
論
立
場
茶
代
以
下
背
け
い
批
判
煙
草
に
至
る
ま
で
、

一
切
鏡
台
必
要
己
す
る
が
、
技
人
以

軽
装
を
旨
ご
す
る
た
め
、
常
に
金
貨
を
所
持
し
こ
れ
'Y
途
中
に
て
雨
替
せ
な
げ
れ
ば
な
ら
れ
刷
。
同
日
開
・
本
陣
・
旗
能

尾
等
で
は
土
民
間
り
雨
替
相
場
の
外
、
旋
人
に
封
し
て
は
別
什
相
場
営
立
1
、
利
盆
を
貧
る
こ
ご
が
年
来

ω
習
慣

ご
な
っ
て
居
る
o

か
、
る
事
情
で
あ
る
か
ら
銭
貨
全
多
〈
街
道
筋
へ
廻
し
て
も
旋
人
山
便
利
ご
は
な
ら
な
い
。
依

っ
て
寧
ゐ
鵠
札
セ
製
治
し
・
金
庫
英
外
一
二
山
耐
替
屈
に
お
い
て
貢
波
し
、
旗
行
者
は
都
下
山
り
銭
相
場
に
て
鑓
札

を
買
求
め
て
旗
付
す
る
こ
ご
、
、
せ
ば
・
道
中
で
雨
替
そ
な
す
煩
も
な
く
、
共
催
中
文
携
に
も
用
ひ
ら
れ
‘
雨
替
の
損

失
も
な
〈
、
醤
弊
一
時
に
改
ま
る
わ
け
で
ゐ
る
o

尤
抽
出
々
街
道
筋
に
溜
h
[
紙
札
は
江
戸
金
庫
・
大
阪
・
駿
府
等

ι

て
正
貨
ご
引
替
へ
る
こ
ご
、
し
た
い

Q

札
は
銭
十
二
文
・
百
文
・
三
汀
文
二
貫
又

ω
四
柿
ご
し
別
紙
見
本
の
通
り

印
行
し
、
先
づ
東
海
道
へ
試
み
て
は
如
何
で
ゐ
ら
フ
。
こ
の
こ
ど
は
道
中
奉
行
も
同
意
の
由
で
あ
る
か
ら
北
段
伺

ひ
奉
る
云
々
。

右
の
建
策
に
針
し
て
『
伺

ω通
り
相
心
得
鯛
案
取
調
可
被
差
出
候
事
」
ご
の
指
令
が
ゐ
り
、

十
二
月
に
至
。
て
御

鯛
集
を
具
仁
、
真
に
詳
細
な
る
伺
蓄
を
提
出
し
た
。
即
ち
次
的
如
〈
で
あ
る
。

街
道
筋
に
遁
別
的
銭
札
は
伺
憤

ω
通
り
四
純
ご
し
、
金
庫
・
座
方
付
雨
替
屋
其
外
京
都
金
座
・
大
阪
鏡
鎮
座
出
張

所
等
に
お
い
て
、
時
の
相
場
を
以
て
責
渡
し
、
実
際
附
替
屋
を
し
て
手
数
料
等
ケ
徴
せ
し
め
す
、
そ
の
代
り
金
座

徳
川
幕
府
と
紙
特
白
髭
行

勢
三
+
巻

一

第
一
一
概
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徳
川
幕
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紙
幣

ω由
民
行
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三
十
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旗
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よ
り
雨
替
屋
へ
相
蛍
り
手
首
を
輿
へ
る
ニ
ず
』
、
し
た
い
。
引
替
は
江
戸
は
金
庫
.
京
都
は
潟
替
附
組
御
用
所
.
大

阪
は
鈴
木
町
榔
代
官
所
、
街
道
筋
は
駿
山
川
紺
尾
町
陣
属
、
遠
州
中
泉
陣
屋
、
勢
州
四
日
市
陣
斥
等
に

t
引
替
へ
、
引

替
元
銭
は
銭
札

ω由
同
行
の
模
様
を
見
計
ら
ひ
、
御
代
官
へ
は
江
戸
役
所
、
唖
岬
替
雨
組
へ
は
江
戸
御
別
所
よ
り
下

υ

渡
し
、
夫
々
其
場
所
へ
備
へ
置
が
し
め
、
紙
札
所
持
人
に
て
も
、
病
瞬
間
足
年
寄
共
に
て
も
、
申
出
攻
第
一
逃
に
引
替

へ
、
尤
.
被
下
人
馬
貨
鏡
じ
て
請
取
万
申
立
候
同
へ
は
渡
h
A

取
計
ふ
ゃ
う
致
し
に
い
。
就
工
は
右
紙
礼
子
摺

μ
、

濡
れ
、
切
H
摺
.
少
々
の
訓
掛
川
い
有
乙
候
ど
も
額
一
淘
金
額
り
分
明
せ
る
分
は
仔
細
砿
〈
引
替
ふ
る
ζ

ご
、
、
す
る
。

右
紙
札
に
周
ぬ
る
紙
は

U

江
戸
開
口
水
道
町
に
て
御
勘
定
所
古
帳
等
法
魂
紙
に
漉
立
比
場
所
に
て
厚
紙
漉
立
て

し
め
、
印
刷
に
つ
い
て
は
金
座
に
て
彫
刻

L
金
座
役
人
共
に
製
治
せ
し
め
、
御
勘
定
方
附
切
り
見
届
、
製
総
高
は

先
づ
五
高
闘
を
目
嘗
ご
し
、
百
文
り
R
7
ニ
高
五
千
雨
、
三
百
文
・
一
貫
文

ω
分
一
高
雨
づ
、
、
十
ニ
文

ω
分
五
千

雨
ご
し
.
帳
簿
に
塗
録
し
、
後
藤
吉
五
郎
弁
金
座
役
人
共
に
捺
印
せ
し
め
、
前
記
江
戸
・
京
都
・
大
医
の
責
渡
所
へ

交
付

L
、
通
用
の
模
様
に
よ
h
追
々
交
付
す
る
こ
ご
、
し
た
い
。
銭
札
引
替

ω際
は
引
替
の
印
等
を
押
捺
せ
し

め
、
不
取
掃
な
き
ゃ
う
致
さ
せ
た
い
。

右
の
越
を
以
て
取
計
方
金
座
井
御
代
官
へ
差
国
仕
る
べ
く
、
御
網
実
井
銭
鉢
雛
形
相
訴
此
段
上
申
す
る
。

御

鯛

案

今
度
道
中
筋
人
馬
賃
銭
割
槍
彼
仰
出
候
に
付
て
は
、
法
行
の
向
々
排
利
の
た
め
、
先
つ
東
海
道
筋
を
限
り
、
銭
札
通
用
被
仰
出
候
問
、
人
馬
賃
銭
按

雛形は原本に褐議な L4) 



能
代
其
外
何
品
に
よ
ら
ず
、
百
丈
品
開
昆
錨
銭
小
銭
丈
久
銭
同
様
、
宿
践
に
お
い
て
無
差
支
玩
引
可
致
候

方
鈍
北
の
儀
は
江
戸
井
京
都
御
金
改
佼
所
大
阪
表
鋒
銃
座
出
長
所
に
お
い
て
、
時
の
相
場
を
以
買
渡
し
、
街
泣
に
相
溜
り
侠
分
江
戸
本
町
御
金
改
役

所
井
京
都
府
岬
替
嗣
組
御
用
所
・
大
肱
鈴
木
町
御
代
官
所
・
駿
府
紺
巌
町
御
代
官
所
・
勢
州
阿
日
市
御
代
官
出
張
所
井
別
紙
名
前
の
者
共
方
に
て
、
引
替

可
致
候

遣
し
候
問
、
持
主
共
よ

m
銘
L
R

勝
手
次
第
最
寄
目
引
替
所
え
可
申
出
、
尤
引
替
に
付
而
は
歩
割
減
等
-
切
無
之
候
間
不
取
締
の
俄
無
之
正
路
に
取
引

右
之
趣
御
料
は
御
代
官
、
御
預
所
私
領
は
領
主
地
頭
よ
り
不
洩
様
可
被
相
偶
候

江
戸
表
賢
悦
所
名
前

下
谷
金
四
時
町

元
大
坂
町

日
本
橋
呉
服
町

昌
一
疋
ポ
』

4
H厄
刑
制

大
停
馬
町
一
丁
目

同
所

入
町
堀
長
津
町

右
川
門
庄
庄
次
郎

曲
目
板
起
刑
不
術
門

伊
勢
同
庄
吉
之
助

大
坂
屋
栄
三
郎

和
泉
長
甚
兵
衛

伊
勢
民
事
平
次

和
泉
屋
来
次
郎

右
の
東
海
道
館
札
俊
行
の
計
査
は
前
通

ω安
政
年
間
に
お
り
る
紙
幣
俊
行
ど
異
'p
、
会
く
強
行
者
の
便
刺
の
た

め
に
之
を
後
行
せ
ん
ご
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
殊
に
御
鯛
案
ま
で
も
具
申
さ
れ
、
貴
行
の
運
び
ご
な
っ
て
居
た
も

の
で
あ
ら
う
が
、

問
も
な
〈
幕
府
報
誠
し
還
に
賃
現
を
見
る
に
至
ら
守
し
て
終
っ
た
も
の
ご
考
へ
ら
れ
る
。

徳
川
幕
府
と
紙
幣
白
援
行

第
三
+
港
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徳
川
幕
府
主
紙
幣
白
遊
行

第
三
十
巻

四

第

貌

二
二
四

-晶. .，、

t=l 

以
上
過
ぷ
る
如
〈
享
保
四
年
、
安
政
元
年
、
同
四
年
及
び
慶
臆
三
年
に
紙
幣
俊
行
の
建
議
若
〈
は
計
査
が
ゐ
つ

た
の
で
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
何
れ
も
貫
現
せ
A
V
に
絶
っ
た
。
そ
の
各
I
の
内
特
に
つ
い
て
は
互
に
呉
れ
る
勤
も
あ

ぇ
類
似
描
も
ゐ
る
が
、

そ
れ
等
り
ニ
さ
は
必
ず
し
も
重
要
な
る
こ
ご
で
は
な
い
。
割
払
は
仙

ω
意
味
に
お
い
て
此

等
建
議
書
の
重
要
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ど
思
ム
。

従
来
幕
府
は
各
諮
り
如

C
紙
幣
を
後
行
せ
令
、
貨
幣
改
錆
や
御
則
金
等
の
方
法
に
よ
っ
て
、

そ
の
窮
乏
せ
る
財

放
を
欄
縫
し
っ
、
ゐ
っ
た
の
で
ゐ
る
が
、
幕
末
に
な
る
ご
最
早
従
来
の
侍
統
的
政
策
り
み
ぞ
固
守
す
も
能
は
ぎ
る

に
至
'p
、
還
に
祇
融
市
後
行
な
る
方
法
が
考
へ
ら
れ
た
の
で
ゐ
る
o

勿
論
卜
一
逃
の
建
議
に
於
て
は
紙
幣
俊
行
は
決
し

て
幕
府
り
融
辿
り
た
め
に
す
る
に
非
す
ご
し
て
ゐ
る
が
、
然
!
幕
府

ω
財
政
務
乏
ケ
救
ふ
た
め
に
、
紙
幣
崎
両
行

ω

方
法
に
よ
る
ニ
ご
が
、
全
然
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
わ
げ
で
は
な
い
。
安
政
元
年
の
建
議
寄
り
中
に
も
、
幕
府
は
硯

貨
段
錆
等

ω方
法
に
よ
っ
て
財
政
窮
乏
ケ
救
ふ
ぺ
き
で
ゐ
る
が
、

そ
れ
に
依
る
簡
は
中
高
己
む
を
得

5
る
場
合

は
十
グ
年
に
限
ム
リ
新
銀
札
を
後
行
し
て
一
時
の
念
を
救
ふ
べ
し
ご
い
へ
る
如
、
さ
は
、
這
閉
山
消
息
を
示
せ
る
も
の

で
は
な
い
か
。

然
る
に
慶
臆
三
年
に
至
つ
て
は
紙
幣
畿
行
の
議
は
遂
に
貫
現
し
た
の
で
ゐ
っ
た
。
即
ち
同
年
江
戸
銀
座
を

L
て



江
戸
横
演
遜
用
の
金
札
、
井
に
江
戸
及
閥
入
州
通
用
の
金
礼
会
費
行
し
三
井
を
し
て
引
換
に
嘗
ら
し
め
、
叉
兵
庫

開
港
の
た
め
大
阪
の
富
豪
合
し
て
商
枇
を
設
立
せ

L
め
、
金
札
eT
緩
行
せ
し
め
し
こ
ご
-

h

れ
で
あ
る
。
商
祉
の
金

札
俊
行
に
つ
い
て
は
一
方
に
御
用
金
を
命
じ
‘

そ
れ
仁
詩
す
る
補
償
ご
し
て
金
札
を
接
行
せ
し
め
た
も
の
で
ゐ
る

が
)
江
戸
銀
座
俊
行
の
合
札
い
つ
い
て
も
同
様
の
関
係
が
存
在
[
て
居
化
。
こ
れ
は
従
来
の
御
用
金
が
大
抵
は
献

金
同
様
の
結
果
ご
な
り
、
慌
て
出
費
者
の
側
に
於
て
も
容
易
に
之
に
膝
諾
せ
ゴ
る
に
至
え
御
用
金
に
劃
す
る
補

償
ご
し
て
紙
幣
を
後
行
せ
し
む
る
如
き
こ
ご
を
考
へ
ぎ
る
を
得
F
る
扶
態
に
立
丸
到
つ

τ居
た
・
-
ご
を
一
示
す
も
の

で
あ
る
。

か
(
の
如
く
慶
臆
三
年
に
聞
東
関
西
に
於
て
事
費
紙
鮮
が
後
行
さ
れ
た
こ
さ
に
費
し
て
は
、
上
越
の
安
政
慶
慮

の
紙
幣
後
行
建
議
は
決
し
て
直
接
の
関
係
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
紙
幣
俊
行
の
機
蓮
は
営
時
既
に
醸
成
さ

れ
て
ゐ
た
こ
ど
で
ゐ
与
、
窮
除
切
一
策
ご
し
て
遂
に
紙
幣

ω俊
行
が
賓
現
3
れ
た
も
の
ご
見
な
け
れ
ば
な
ら
向
。

ニ

ω意
味
に
於

τ上
越
り
建
議
書
り
如
き
も
、
そ
の
重
要
性
を
認
む
べ
き
で
ゐ
ら
う
。

徳
川
幕
府
と
軒
幣
白
麓
行

第
三
十
巻

二
二
五

ニ
ニ
五

第
一
概

拙稿、江戸銀座金札について、経済史研究、第三競5) 


